
平和がいいな昭和区の会 自主上映会

『平和がいいな昭和区の会』入会のお誘い

平和がいいな昭和区の会
連絡先： 池内福祉会内 Tel 052-853-3825

私たちは、現憲法が蔑ろにされ、戦争する国にされつつあることに危惧を抱き、昭和
区内で志を共にできる団体、地域の方々と共同して平和を守る活動をするため「会」を
つくりたいと考えました。

「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有す
ることを確認する」（憲法「前文」より抜粋）憲法は、私たち全ての人々が、基本的人
権や生存権を有すること、そして「戦争をしない暮らし」をすることを保障していま
す。

日本の社会は経済が停滞し、さらにコロナ禍が加わり、貧困と格差がひろがり、暮ら
しが大変になっています。子育て、教育の困難さが増しています。私たちは、人々の人
権が尊重され、生活が成り立ち、平和のもとで暮らすことができる、憲法の理想が実現
する社会を求めていきたいと思います。身近には、沖縄の事、平和や環境問題に関心を
もち活動をしている高校生、若者がいます。昭和区では平和を求めて歩く「平和行進」
「ともしびウォーク」そして「平和のつどい」を区民の手で継続しています。

平和がいいな昭和区の会は、経験の蓄積された年齢層から、明日の社会をつくる若者
たち、日々の暮らしを営む人々等どなたでも参加できる会をめざします。多くの団体、
個人の参加を呼びかけます。

平和がいいな昭和区の会 加入申込書
【名前】 □：団体で申込み

【住所】 

【電話番号】 【メールアドレス】 @ 

※年会費 円を添えて申し込みます



4.17(金)午後6:30〜昭和文化小劇場 1,000円
主催:平和がいいな昭和区の会 共催:昭和区九条の会

「平和がいいな昭和区の会」会則

第1条 名称
この会は、平和がいいな昭和区の会と称します。

第2条 目的
憲法が示す基本的人権や生存権を守り、戦争の無い社会を実現することを目的
とします。

第3条 構成
本会は、目的に賛同する個人、団体で構成します

第4条 活動
本会は目的を達成するため以下の活動をすすめます。

1 学習活動
2 集会など市民へのアピール
3 団体交流など

第5条 総会
 本会の決定機関は総会であり、通常年１回開きます。

活動のまとめと方針、予算決算の承認をします。
また、必要に応じて臨時総会を開きます。

第6条 世話人会議
運営は、世話人会議により行います。
世話人は団体の代表、及び個人で構成します。
世話人代表は世話人から選出します。

・世話人代表
・世話人若干名

第7条 本会の財政は、会費と寄付金等でまかないます。
年会費：団体 ２０００円

個人 ５００円
第8条 本会の会計年度は、毎年総会から、翌年総会までとします。

附則 本会の会則は、２０２２年６月１２日より施行し、会則の改定は総会で行うも
のとします。

4.17(金)午後6:30〜昭和文化小劇場 1,000円
主催：平和がいいな昭和区の会 853-3825 共催：昭和区九条の会


